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○新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則 

昭和４９年１０月１日 

規則第３６号 

 改正 昭和５２年７月１日規則第２０号 昭和５３年６月１日規則第２７号 

 昭和５８年２月１日規則第２号 昭和５９年４月１日規則第１６号 

 昭和５９年７月１日規則第３０号 昭和５９年１２月２７日規則第４６号 

 昭和６０年７月１日規則第１６号 平成２年４月１日規則第１４号 

 平成４年３月１日規則第２号 平成５年４月１日規則第１６号 

 平成６年１２月１日規則第３３号 平成９年９月９日規則第４０号 

 平成１５年４月１日規則第２３号 平成１９年９月２８日規則第３１号 

 平成２０年４月１日規則第１８号 平成２５年３月２９日規則第２６号 

 平成２７年６月２２日規則第３７号 

（題名改正） 

平成２７年１２月２８日規則第５４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例（昭和４９年条例第３５号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２７規則３７・一部改正） 

（受給者証の交付申請） 

第２条 条例第４条の規定による助成を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭医療費受給者証

交付申請書（第１号様式。以下「受給者証交付申請書」という。）に医療保険各法に基づく被保険者

証、加入者証又は組合員証を添えて市長に申請しなければならない。 

（平６規則３３・平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

（受給者証の交付） 

第３条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、受給資格を有すると認めたときは、ひ

とり親家庭医療費受給者証（第２号様式。以下「受給者証」という。）を交付しなければならない。 

（平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

（保険医療機関等） 

第４条 条例第４条第１項に規定する規則で定める保険医療機関等とは、健康保険法（大正１１年法律

第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又はこれら以外の病院、

診療所、薬局その他の者をいう。 
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（平１９規則３１・全改） 

（助成の方法） 

第５条 条例第６条第１項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務

を愛媛県国民健康保険団体連合会に委託することができる。 

（平１９規則３１・全改） 

（助成の方法の特例） 

第６条 条例第６条第２項の特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

（１）国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）により、療養費の支給があったとき。 

（２）国民健康保険法を除く医療保険各法により、前号で規定する療養費に相当する療養費及び家族

療養費の支給があったとき。 

（３）受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当を受けたとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、保険医療機関等によって助成の請求をすることができない場合 

２ 条例第６条第２項に規定する助成の申請は、ひとり親家庭医療費助成金請求書（第３号様式）に、

次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。 

（１）受給者証 

（２）被保険者証、加入者証又は組合員証 

（３）保険医療機関等記入欄に記載がない場合は、医療費の内容の分かる領収証 

（４）その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、請求者に助成金を支給するものと

する。 

（平１９規則３１・全改、平２０規則１８・平２５規則２６・平２７規則３７・一部改正） 

（届出事項） 

第７条 家庭主等は、受給者証交付申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにひとり親家

庭医療費受給者変更届（第４号様式）に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。 

２ 家庭主等は、医療費の助成を受けようとする疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じたもので

あるときは、ひとり親家庭医療費助成事由（被害）届（第５号様式）により直ちに市長に届け出なけ

ればならない。 

（昭５３規則２７・昭５９規則３０・昭５９規則４６・平１９規則３１・平２０規則１８・平

２７規則３７・一部改正） 

（受給者証の提示） 
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第８条 受給資格者が保険医療機関等において医療等を受ける場合は、受給資格者の属する被保険者証、

加入者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。 

（平２７規則３７・追加） 

（受給者証の返還） 

第９条 家庭主等は、自己又はその監護する児童の全てが受給資格を失ったときは、その日から１４日

以内にひとり親家庭医療費受給資格喪失届（第５号様式の２）を提出し、受給者証を、市長に返還し

なければならない。 

２ 家庭主等は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければ

ならない。 

（昭５３規則２７・昭５９規則３０・平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

（受給者証の再交付） 

第１０条 家庭主等は、受給者証を破損し、又は汚損し、若しくは亡失したときは、ひとり親家庭医療

費受給者証再交付申請書（第６号様式）を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。 

２ 家庭主等は、前項の申請をする場合において、再交付を申請する理由が、受給者証を破損し、又は

汚損したことによるときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を添えなければならない。 

３ 家庭主等は、受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを

市長に返還しなければならない。 

（昭５３規則２７・平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

（受給者証の更新） 

第１１条 受給者証は、毎年７月１日に更新するものとする。 

２ 受給者証の交付を受けた者は、毎年５月１日から同月３１日までの間に、ひとり親家庭医療費受給

者証更新申請書（第７号様式）を市長に提出し、受給者証の更新を受けなければならない。 

（昭５３規則２７・平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。 

（昭５３規則２７・平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（平１５規則２３・旧附則・一部改正） 
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（別子山村の編入に伴う特例） 

２ 別子山村の編入の日前に、別子山村母子家庭医療費助成条例施行規則（昭和４９年別子山村規則第

５号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものと

みなす。 

（平１５規則２３・追加） 

附 則（昭和５２年７月１日規則第２０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

ただし、既に交付している受給者証については、この規則により改正されたものとみなし、当分の間

これを使用することができる。 

附 則（昭和５３年６月１日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年４月１日以降の診療に係る医療費について適用する。 

ただし、既に交付している受給者証については、この規則により改正されたものとみなし、当分の間

これを使用することができる。 

附 則（昭和５８年２月１日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年４月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年７月１日規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年１２月２７日規則第４６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和６０年７月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年４月１日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月１日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年４月１日規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年１２月１日規則第３３号） 
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第４条、第７条、第１号様式及び第３号様式の１の規定

は、平成６年１０月１日から適用する。 

附 則（平成９年９月９日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成９年９月１日から適用する。 

附 則（平成１５年４月１日規則第２３号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

ただし、第２号様式の改正規定は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第３１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則（以下「旧規則」とい

う。）の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規

則の様式の規定によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用

し、又は所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２０年４月１日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則（以下「旧規則」とい

う。）第１号様式、第３号様式及び第４号様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜

市母子家庭医療費助成条例施行規則第１号様式、第３号様式及び第４号様式の規定によるものとみな

す。 

３ この規則の施行の際現に旧規則第１号様式、第３号様式及び第４号様式の規定により作成されてい

る用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第２６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に改正前の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規則（以下「旧規則」とい

う。）の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市母子家庭医療費助成条例施行規

則の様式の規定によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用

し、又は所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成２７年６月２２日規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の第７号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第７号

様式の規定によるものとみなす。 

附 則（平成２７年１２月２８日規則第５４号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

（平２７規則５４・全改） 

第２号様式（第３条関係） 

（平１５規則２３・全改、平１９規則３１・平２７規則３７・一部改正） 

第３号様式（第６条関係） 

（平９規則４０・全改、平１９規則３１・平２０規則１８・平２５規則２６・平２７規則３７・

一部改正） 

第４号様式（第７条関係） 

（平２７規則５４・全改） 

第５号様式（第７条関係） 

（昭５２規則２０・昭５９規則３０・平１９規則３１・平２５規則２６・平２７規則３７・一

部改正） 

第５号様式の２（第９条関係） 

（昭５９規則３０・追加、平１９規則３１・平２５規則２６・平２７規則３７・一部改正） 

第６号様式（第１０条関係） 

（昭５２規則２０・昭５９規則３０・平１９規則３１・平２５規則２６・平２７規則３７・一

部改正） 

第７号様式（第１１条関係） 

（平２規則１４・全改、平１９規則３１・平２５規則２６・平２７規則３７・一部改正） 

 


